
第６　県債及び一時借入金の状況について

1　県債の状況

県債は、公共施設、学校等の大規模な建設事業や災害復旧事業などを行う場合、単年

度に多額の財源を必要とし、その年度の財源のみで行おうとすると事業実施が困難にな

る場合がありますので、県債を発行し、計画的に事業を行おうとするものです。

県債発行は、将来にわたって財政負担が義務づけられることになりますので、慎重に

対応して行かなければなりませんが、反面、将来その施設を利用する住民からも受益に

応じた負担をしてもらう意味もあり、長期的融資として、議会の議決及び国の許可を受

けて、国や銀行などから借り入れるものです。

第２６表　県債発行残高の状況

（単位：百万円）

年 度

区　 分
10 11 12 13 14 15

（見込）

教 育 債 38,134 37,741 39,643 36,903 36,388 37,193

農 林 水 産 債 146,236 163,318 177,837 190,266 204,951 207,280

土 木 債 397,586 437,303 462,664 475,942 484,548 488,212

13,705 14,106 13,028 11,740 10,534 9,373公 営 住 宅 債

11,226 10,701 9,375 8,052 6,682 5,233衛 生 債

7,843 7,383 6,863 6,187 5,238 4,335新　 産　 都　 市　 債

35,717 33,782 30,828 26,980 23,385 19,839災　 害 復 旧　 債

40,885 40,895 39,376 49,547 74,841 115,158そ の 他

691,332 745,229 779,614 805,617 846,567 886,623計

－44－



2　一時借入金の状況

一時借入金は、予算の執行に当たって、歳計現金に不足を来したとき、一時的に借入

を行うものです。

平成１６年９月末現在における一時借入金の状況は、第２７表のとおりです。

第２７表　一時借入金の状況（一般会計）

（平成16年9月末現在）

（単位：千円）

借　 入　 先
借　　　　　　　 入 償　　　　　　　 還

年　　 月 金　　 額 年　　 月 金　　 額

宮　 崎　 銀　 行

（注）借入額は月ごとの累計で、一時借入金限度額１,０００億円の範囲内で行っています。

－45－

〃 〃9月 9月29,005,000 29,005,000

平成1 6年 4月 平成1 6年 4月0 0

〃 〃5月 5月8,100,000 8,100,000

〃 〃6月 6月551,000 551,000

〃 〃7月 7月0 0

〃 〃8月 8月0 0


